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水産基盤整備調査委託事業報告書 

 

Ⅰ 課題名 

 
「漁港漁場施設の性能規定化等技術検討」のうち 

（９）非常時における水産物の生産・流通に係わる業務継続の検討 

 

 

Ⅱ 実施機関名、部局名及び担当者名 

 

（一財）漁港漁場漁村総合研究所 

第一調査研究部               後藤卓治 

（株）アルファ水工コンサルタンツ 

技術部二課                 堀江岳人 

澤村 圭 

復建調査設計（株） 

総合計画部社会基盤計画課          佐藤啓輔 

高橋圭一 

 

 

Ⅲ 調査実施年度 

 

平成 24～26 年度 

（当該分野（９）は平成 26 年度のみ実施） 

 

Ⅳ 緒言（ まえがき） 

 

東日本大震災の教訓を踏まえ、被災後においても、円滑に水産物流通を回復させる

ためには、行政、漁協、企業などが一体となった事業継続計画（BCP）を事前に策定す

ることが重要である。そのためには、漁港・市場を中心に地域となった業務継続に関

する検討を行い、全国に普及可能なマニュアルを作成することが求められている。 

 

 

Ⅴ 方法 

「非常時における水産物の生産・流通に係わる業務継続の検討」として、以下の項

目について検討を行った。 

１．被災地における業務継続の有効性検証 

東日本大震災の被災地において、水産物の生産・流通機能の消失が地域経済に与

えた影響をマクロ的に分析する。また、流通拠点漁港について１地区以上を選定し、

水産物の生産・流通機能の消失が地域経済に与えた影響及び業務継続を検討してい

た場合の影響を比較し、業務継続の有効性を検証する。 

２．漁港・市場を中心に地域一体となった業務継続のモデル的な検討 

 今後の発生が想定される南海トラフ巨大地震の想定地域等に立地するモデル地域
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を１地区以上選定し、具体的な被害想定及びそれに基づく業務継続の検討を行う。 

３．ガイドラインの整備 

上記検討を踏まえ、全国の漁業地域における生産・流通に係る業務継続のための

マニュアルを作成し、全国への普及・啓発を図る。 

４．検討委員会の設置 

 上記検討は、専門家による「非常時における水産物の生産・流通に係る業務継

続の検討委員会」を設置し、取り纏めを行った。 

 

 

Ⅵ 結果 

 

１．被災地における業務継続の有効性検証 

（1）はじめに 

東日本大震災の被災地において、水産物の生産・流通機能の消失が地域経済に与えた影

響をマクロ的に分析する。本節での構成は以下の通りである． 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

図-1 検討フロー 

（2）対象地域の選定 

東日本の被災漁港のうち本調査で対象とする漁業地域を選定する。 
選定にあたり、下表で示すように、岩手県・宮城県・福島県・青森県の流通拠点で

ある第 2 種・第 3 種・特定第 3 種漁港を抽出し、属地陸揚げ量、年間取扱量等の漁港

規模に関する情報をもとに、調査対象の候補漁港として「釜石」、「気仙沼」、「石巻」、

「八戸」の 4 漁港を抽出した。 
  

(5) 漁業種別の復旧状況の整理（石巻） 

(2) 対象地域の選定（石巻） 

(3) 既存資料に基づく水産実態の把握（石巻） 

(4) 実態調査の実施（石巻） 

(6) 企業ビッグデータに基づく流通実態の把握（石巻） 

(7) 気仙沼漁港における減災計画の検証 
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表-1 岩手県・宮城県・福島県・青森県の流通拠点抽出一覧 

 
 
 次に、抽出した 4 漁港について、下図に示すように「漁港の流通特性（域外出荷の

有無」、「復興状況」、「調査のしやすさ」、「取扱い魚種の多様性」の観点から、「石巻漁

港」を対象に調査を実施することとした。 

 
図-2 主要漁港（釜石、気仙沼、石巻、八戸）別の漁港特性 
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（3）石巻の水産実態 

既存資料をもとに石巻漁港の実態把握を行った。 
 

1） 漁業種別の陸揚げ・出荷形態 

 

 
図-3 漁業種別の陸揚げ・出荷形態 
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2） 主要漁業種別の漁期・陸揚げエリア 
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3） 石巻漁港の陸揚げ状況 

 

図-4 石巻漁港の陸揚げ状況 
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4） 被災前の施設状況 

 
図-5 被災前の施設状況 
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5） 石巻漁港における復旧工事工程 

 

 
図-6 石巻漁港の復旧工事工程 
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6） 宮城県の水産物流通圏域図 

 

 

図-7 宮城県の水産物流通圏域図 
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（4）実態調査の実施 

 石巻漁港における被災後の復旧状況の実態を把握することを目的に、下表で示す対

象者に対してヒアリング調査を実施した。なお、ヒアリング対象者は、宮城県担当課

への事前ヒアリングおよび後述する水産関連企業の企業間取引の集中度合等を勘案し

選定した。次頁以降に各ヒアリング調査結果の要点を示す。 
 

表-2 ヒアリング対象者一覧 
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（5）漁業種類別の復旧状況 

 以上のヒアリング調査結果をふまえて、被災後の魚種別（沖合底曳網漁業、旋網漁

業、定置網漁業、近海底曳網漁業、イカ釣り漁業、牡蠣養殖業）の復旧状況を以下の

ように整理した。 
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1）沖合底曳網漁業 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

漁期

陸揚箇

作業形態

漁獲

陸揚

選別

出荷時の荷姿（活魚・高級魚）

出荷時の荷姿（大量漁獲魚）

トラック直積み、スカイタンク

ハード ①網・魚礁関連 該当無し

②養殖施設 該当無し

ソフト 　資源
●沖合漁場のため津波による影響は小さかった

ハード ③防波堤
災害復旧事業着手 整備継続中

④泊地・航路
■航路・泊地啓開

⑤岸壁
　■地盤沈下に対する応急復旧（浸水対策） 災害復旧事業着手 整備継続中

⑥用地
▲残存した用地の利用

ソフト 　油
■塩釜から海上輸送して対応 給油施設・給油岸壁の一部供用開始

　漁船
●全隻沖出し避難をしたため、被災は免れた

　機材 漁船設備以外は不要（ベルコン等）

ハード ⑦上屋
■仮設テント設置（西港） ■仮設テント増設（本港） 新市場の工事着手～H27年 整備継続中

⑧計量

ソフト 　水
残存した施設での応急対応 ▲海水淡水化設備の入手

　氷
▲冷凍コンテナの配備 ●製氷工場・市場での自立生産開始

　機材

ハード ⑨加工場
■加工場の稼動開始 ●加工機能の回復（概ねの復旧が完了）

各加工場での個別の対応（復旧、新設）

ソフト 　原材料
▲冷凍品の代用 ■前浜産原魚の取扱開始

ハード ⑩道路
　■地盤沈下に対する応急復旧（浸水対策） 災害復旧事業着手 整備継続中

ソフト 　車両
出荷トラックの確保

被
害
の
少
な
い
西
港
側
の
供
用
開
始

加
工
場
の
応
急
対
応
が
可
能
と
な

っ
た

本
港
側
の
供
用
開
始

加
工
場
の
復
旧
が
概
ね
完
了

【復旧の特徴】
・操業中の被災のため漁船は沖出し避難（被害を免れた）
・漁場が沖合であるため、漁獲資源の被害は少なかった
・岸壁と市場の機能回復、氷の代替入手後に水揚再開
・油・水・氷は他地域からの運搬で、代替が可能であった（保管施設は必要）
・加工向けの魚が多く、加工機能が水揚量を制限する要因となった
・他港を代替利用した漁船は、今も戻っていない漁船が多い
●ハード対策案
・岸壁、市場、製氷施設の耐震化・耐浪化
○ソフト対策案
・複数の流通経路の確保

ⅶ流通

ⅲ漁場

ⅳ漁港

ⅴ市場

ⅵ加工

平成24年 平成25年 平成26年

2
～

3

ヶ
月
間
は

、
ガ
レ
キ
撤
去

、
腐
敗
物

処
理
を
実
施

沖合

漁船からタモによる陸揚

沖合底曳網漁業

市場に土間置きで選別・仕分け

樽、魚箱、発泡

平成23年

9～6月（7～8月休漁）

近海底曳ゾーン

※
常
時
の
作
業
形
態
及
び
浸
水
範
囲
は
別
紙

を
参
照

特記事項

【凡例】
▲：代替利用 ■：応急復旧 ●：機能回復

黒字：当漁業特有の事項、灰字：全漁業共通の事項

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

水
揚
再
開→

加工場の取扱に限界があ

り、水揚を制限した

出荷トラックの不足が水揚を

制限する一要因となった

水揚は漁期である9月に再開され、それ以

前に体制は整っていた

上屋→仮設での対応

岸壁→応急での対応

加工場の取扱制限により、半数の操業となった（他

の船はガレキ撤去を実施）

岸壁延長が短く作業効率が悪かった（徐々に利用可能な岸壁を増やして対応）

石巻で水揚出来ない漁船は塩釜や北海道を代替

利用し、現在も戻っていない漁船が多い

漁船の被害が無く、水揚も漁船のタモで行

うため再開が早かった

漁獲物を陳列するスペースが足りず、非効率な作業を強いられた

漁期中の被災

徐々に回復したが、現在も不足状態

H24年の漁期（9月）にはある程度回復した
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2）旋網漁業 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
漁期

陸揚

作業形態

漁獲

陸揚（鰹・鮪）

陸揚（鰯・鯖）

漁船からタモによる陸揚

選別（鰹・鮪） 鰯・鯖は選別不要

コンベアで市場に運搬され、人

の手で選別

出荷時の荷姿（鰹・鮪）

スカイタンク

出荷時の荷姿（鰯・鯖）

トラック直積み、スカイタンク

ハード ①網・魚礁関連 該当無し

②養殖施設 該当無し

ソフト 　資源
●沖合漁場のため津波による影響は小さかった

ハード ③防波堤
災害復旧事業着手 整備継続中

④泊地・航路
■航路・泊地啓開

⑤岸壁
　■地盤沈下に対する応急復旧（浸水対策） 災害復旧事業着手 整備継続中

⑥用地
▲残存した用地の利用

ソフト 　油
■塩釜から海上輸送して対応 給油施設・給油岸壁の一部供用開始

　漁船
●小型漁船に比べ、大型漁船の被災は少なかった

　機材
荷揚機材（陸揚台・コンベア）の確保

ハード ⑦上屋
■仮設テント設置（西港） ■仮設テント増設（本港） 新市場の工事着手～H27年 整備継続中

⑧計量

ソフト 　水
残存した施設での応急対応 ▲海水淡水化設備の入手

　氷
▲冷凍コンテナの配備 ●製氷工場・市場での自立生産開始

　機材

ハード ⑨加工場
■加工場の稼動開始 ●加工機能の回復（概ねの復旧が完了）

各加工場での個別の対応（復旧、新設）

ソフト 　原材料
▲冷凍品の代用 ■前浜産原魚の取扱開始

ハード ⑩道路
　■地盤沈下に対する応急復旧（浸水対策） 災害復旧事業着手 整備継続中

ソフト 　車両
出荷トラックの確保

被
害
の
少
な
い
西
港
側
の
供
用
開
始

加
工
場
の
応
急
対
応
が
可
能
と
な

っ
た

本
港
側
の
供
用
開
始

加
工
場
の
復
旧
が
概
ね
完
了

ⅲ漁場

ⅵ加工

ⅶ流通

特記事項

【復旧の特徴】
・休漁期の被災のため、係船していた漁船の被害が生じた
・回遊魚が対象であり、また漁場が沖合いであることから、漁獲資源の被害は少なかった
・岸壁と市場の機能回復、氷の代替入手後に一部水揚再開
・荷揚機材の不足から、H23年の水揚は一部、本格的な水揚再開はH24年からとなった
・油・水・氷は他地域からの運搬で、代替が可能であった（保管施設は必要）
・加工向けの魚が多く、加工機能の低下が水揚量を制限する要因となった
・他港を代替利用した漁船は、今も戻っていない漁船が多い
●ハード対策案
・岸壁、市場、製氷施設の耐震化・耐浪化
○ソフト対策案
・機材の入手経路の確保、高所への保管

※
常
時
の
作
業
形
態
及
び
浸
水
範
囲
は
別
紙

を
参
照

2
～

3

ヶ
月
間
は

、
ガ
レ
キ
撤
去

、
腐
敗
物

処
理
を
実
施

ⅳ漁港

ⅴ市場

平成26年

漁船からタモで陸揚台に陸揚

近海旋網ゾーン

沖合

6～12月

旋網漁業
平成23年 平成24年 平成25年

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

水
揚
再
開
（
一
部
）→

水
揚
再
開
（
本
格
的
）→

【凡例】
▲：代替利用 ■：応急復旧 ●：機能回復

黒字：当漁業特有の事項、灰字：全漁業共通の事項

加工場の取扱に限界があ

り、水揚を制限した

出荷トラックの不足が水揚を

制限する一要因となった

上屋：→仮設での対応

岸壁：→応急での対応

機材の確保に約1年を要し、本格的

な水揚再開はH24年となった

機材の不足が水揚を制限

石巻で水揚出来ない漁船は塩釜や北海道を代替利

用し、現在も戻っていない漁船が多い

漁期に変化あり（イワシ）
休漁期の被災

加工場の取扱制限により、水揚量も

制限された

岸壁延長が短く作業効率が悪かった（徐々に利用可能な岸壁を増やして対応）

漁獲物を陳列するスペースが足りず、非効率な作業を強いられた

H24年の漁期（9月）にはある程度回復した

徐々に回復したが、現在も不足状態
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3）定置網漁業 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

漁期

陸揚

作業形態

漁獲

陸揚

選別

出荷時の荷姿（活魚・高級魚）

出荷時の荷姿（大量漁獲魚）

トラック直積み、スカイタンク

ハード ①網・魚礁関連
漁期外の被災であったため、大半の網は陸に揚げられていた

②養殖施設 該当無し

ソフト 　資源
対象資源が回遊性のため漁獲可能な状態であった

ハード ③防波堤
災害復旧事業着手 整備継続中

④泊地・航路
■航路・泊地啓開

⑤岸壁
　■地盤沈下に対する応急復旧（浸水対策） 災害復旧事業着手 整備継続中

⑥用地
▲残存した用地の利用

ソフト 　油
■塩釜から海上輸送して対応 給油施設・給油岸壁の一部供用開始

　漁船
大型漁船に比べ、小型漁船の被災が大きかった ●一年後から徐々に漁船が確保された（現在も小型船は不足状態）

　機材

ハード ⑦上屋
■仮設テント設置（西港） ■仮設テント増設（本港） 新市場の工事着手～H27年 整備継続中

⑧計量

ソフト 　水
残存した施設での応急対応 ▲海水淡水化設備の入手

　氷
▲冷凍コンテナの配備 ●製氷工場・市場での自立生産開始

　機材

ハード ⑨加工場
■加工場の稼動開始 ●加工機能の回復（概ねの復旧が完了）

各加工場での個別の対応（復旧、新設）

ソフト 　原材料

ハード ⑩道路
　■地盤沈下に対する応急復旧（浸水対策） 災害復旧事業着手 整備継続中

ソフト 　車両
出荷トラックの確保

被
害
の
少
な
い
西
港
側
の
供
用
開
始

加
工
場
の
応
急
対
応
が
可
能
と
な

っ
た

本
港
側
の
供
用
開
始

加
工
場
の
復
旧
が
概
ね
完
了

平成26年

市場に土間置きで選別・仕分け

樽、魚箱、発泡

活魚ゾーン

沿岸

漁船からタモによる陸揚

5～12月

定置網漁業
平成23年 平成24年 平成25年

ⅲ漁場

ⅵ加工

ⅶ流通

特記事項

【復旧の特徴】
・休漁期の被災のため網自体は陸に揚げており被害を免れた
・回遊性の資源は、漁獲可能な状態であった
・小型漁船の被災が大きかった点に加え、主力階層である大型漁船の確保が優先されたため、
　漁船不足は現在においても解消されていない
・岸壁と市場の最低限の機能、氷の代替入手後に水揚再開
・油・水・氷は他地域からの運搬により代替が可能であった（保管施設は必要）
・生鮮向けが多いため、加工による水揚の制限は少なかった
●ハード対策案
・岸壁、市場、製氷施設の耐震化・耐浪化
○ソフト対策案
・定置網が被災を受けた際の入手経路の確保
・漁期外の高所への定置網の保管
・漁船の入手経路の確保（広域的なネットワーク等）

※
常
時
の
作
業
形
態
及
び
浸
水
範
囲
は
別
紙

を
参
照

2
～

3

ヶ
月
間
は

、
ガ
レ
キ
撤
去

、
腐
敗
物

処
理
を
実
施

ⅳ漁港

ⅴ市場
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500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

水
揚
再
開→

【凡例】
▲：代替利用 ■：応急復旧 ●：機能回復

黒字：当漁業特有の事項、灰字：全漁業共通の事項

上屋：→仮設での対応

岸壁：→応急での対応

休漁期の被災

漁船の不足が支障となった

定置網自体の被災を免れたこともあ

り、早期に水揚が再開した
漁船不足は解消されていないが、概

ね漁獲水準は回復している

漁獲物を陳列するスペースが足りず、非効率な作業を強いられた
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4）近海底曳網漁業 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
漁期

陸揚箇

作業形態
漁獲
選別（大量漁獲魚）

選別（少量漁獲魚）
漁場（船上）で魚種別の仕分け

陸揚（大量漁獲魚）

陸揚（少量漁獲魚）

出荷時の荷姿（大量漁獲魚）
トラック直積み、スカイタンク

出荷時の荷姿（少量漁獲魚）
樽、魚箱、発泡（一部、土間置）

ハード ①網・魚礁関連 該当無し

②養殖施設 該当無し

ソフト 　資源
石巻湾内のガレキ撤去（H23年6月～H26年8月）

ハード ③防波堤
災害復旧事業着手 整備継続中

④泊地・航路
■航路・泊地啓開

⑤岸壁
　■地盤沈下に対する応急復旧（浸水対策） 災害復旧事業着手 整備継続中

⑥用地
▲残存した用地の利用

ソフト 　油
■塩釜から海上輸送して対応 給油施設・給油岸壁の一部供用開始

　漁船
大型漁船に比べ、小型漁船の被災が大きかった ●一年後から徐々に漁船が確保された（現在も小型船は不足状態）

　機材

ハード ⑦上屋
■仮設テント設置（西港） ■仮設テント増設（本港） 新市場の工事着手～H27年 整備継続中

⑧計量

ソフト 　水
残存した施設での応急対応 ▲海水淡水化設備の入手

　氷
▲冷凍コンテナの配備 ●製氷工場・市場での自立生産開始

　機材

ハード ⑨加工場
■加工場の稼動開始 ●加工機能の回復（概ねの復旧が完了）

各加工場での個別の対応（復旧、新設）

ソフト 　原材料
▲冷凍品の代用 ■前浜産原魚の取扱開始

ハード ⑩道路
　■地盤沈下に対する応急復旧（浸水対策） 災害復旧事業着手 整備継続中

ソフト 　車両
出荷トラックの確保

被
害
の
少
な
い
西
港
側
の
供
用
開
始

本
港
側
の
供
用
開
始

【復旧の特徴】
・石巻湾内の漁場の回復後、水揚再開
・ユニックによる水揚が必要な小型トロールは復旧した岸壁を優先利用（石巻漁港を利用）
・人力での水揚が可能な貝桁網は残存した岸壁を利用（隣接する渡波漁港を利用）
・小型漁船の被災が大きかった点に加え、主力階層である大型漁船の確保が優先されたため、
　漁船不足は現在においても解消されていない
・油・水・氷は他地域からの運搬により代替が可能であった（保管施設は必要）
●ハード対策案
・岸壁、市場、製氷施設の耐震化・耐浪化
○ソフト対策案
・ガレキ撤去の体制・機材の準備（人員体制、漁船、強化網等）

漁船からタモによる陸揚

を行い、発泡や魚箱へ詰める

※
常
時
の
作
業
形
態
及
び
浸
水
範
囲
は
別
紙

を
参
照

2
～

3

ヶ
月
間
は

、
ガ
レ
キ
撤
去

、
腐
敗
物

処
理
を
実
施

ⅲ漁場

ⅵ加工

ⅶ流通

特記事項

ⅴ市場

人の手で陸揚

ⅳ漁港

市場に土間置きで選別・仕分け

平成26年

近海底曳ゾーン

沿岸

通年

近海底曳網漁業
平成23年 平成24年 平成25年
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【凡例】
▲：代替利用 ■：応急復旧 ●：機能回復

黒字：当漁業特有の事項、灰字：全漁業共通の事項

ユニックでの水揚が必要な

ため、石巻漁港を利用

水
揚
再
開
（
貝
桁
網
）→

人の手での水揚が可能なため、残

存した岸壁を利用（渡波漁港）

水揚・加工の機能は回復したもの、漁場の機能が

回復せずに、操業を見送らせた

漁期中の被災

上屋：→仮設での対応

岸壁：→応急での対応

漁船の不足が支障となった

漁獲物を陳列するスペースが足りず、非効率な作業を強いられた

瓦礫撤去と操業を同時に実施
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5）イカ釣り漁業 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

漁期

陸揚箇

作業形態

漁獲

陸揚・選別（少量漁獲時）

陸揚・選別（大量漁獲時）

出荷時の荷姿（少量漁獲時）

出荷時の荷姿（大量漁獲時）

スカイタンク

ハード ①網・魚礁関連 該当なし

②養殖施設 該当無し

ソフト 　資源
●回遊性の資源のため津波による影響は小さかった

ハード ③防波堤
災害復旧事業着手 整備継続中

④泊地・航路
■航路・泊地啓開

⑤岸壁
　■地盤沈下に対する応急復旧（浸水対策） 災害復旧事業着手 整備継続中

⑥用地
▲残存した用地の利用

ソフト 　油
■塩釜から海上輸送して対応 給油施設・給油岸壁の一部供用開始

　漁船
大型漁船に比べ、小型漁船の被災が大きかった ●一年後から徐々に漁船が確保された（現在も小型船は不足状態）

　機材

ハード ⑦上屋
■仮設テント設置（西港） ■仮設テント増設（本港） 新市場の工事着手～H27年 整備継続中

⑧計量

ソフト 　水
残存した施設での応急対応 ▲海水淡水化設備の入手

　氷
▲冷凍コンテナの配備 ●製氷工場・市場での自立生産開始

　機材

ハード ⑨加工場
■加工場の稼動開始 ●加工機能の回復（概ねの復旧が完了）

各加工場での個別の対応（復旧、新設）

ソフト 　原材料
▲冷凍品の代用 ■前浜産原魚の取扱開始

ハード ⑩道路
　■地盤沈下に対する応急復旧（浸水対策） 災害復旧事業着手 整備継続中

ソフト 　車両
出荷トラックの確保

被
害
の
少
な
い
西
港
側
の
供
用
開
始

加
工
場
の
応
急
対
応
が
可
能
と
な

っ
た

本
港
側
の
供
用
開
始

加
工
場
の
復
旧
が
概
ね
完
了

特記事項

※
常
時
の
作
業
形
態
及
び
浸
水
範
囲
は
別
紙

を
参
照

2
～

3

ヶ
月
間
は

、
ガ
レ
キ
撤
去

、
腐
敗
物

処
理
を
実
施

【復旧の特徴】
・回遊性の魚類が対象のため、資源の被害は小さかった
・H24年以降、漁場の形成状況から水揚量は減少している（被災による影響とは言い難い）
・小型漁船の被災が大きかった点に加え、主力階層である大型漁船の確保が優先されたため、
　漁船不足は現在においても解消されていない
・船上での発泡詰めが可能なため、残存した岸壁でも陸揚は可能
・油・水・氷は、他地域からの運搬、他港の利用により代替が可能であった（保管施設は必要）
●ハード対策案
・岸壁、市場、製氷施設の耐震化・耐浪化
○ソフト対策案
・漁船の調達経路の確保（広域的なネットワーク等）

船上で発泡詰めし人の手で陸揚

ⅲ漁場

ⅳ漁港

ⅵ加工

ⅶ流通

平成26年

6～11月

発泡

ⅴ市場

スカイタンクに積み込み

イカ釣り漁業
平成23年 平成24年 平成25年

近海底曳ゾーン

沿岸
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【凡例】
▲：代替利用 ■：応急復旧 ●：機能回復

黒字：当漁業特有の事項、灰字：全漁業共通の事項

上屋：→仮設での対応

岸壁：→応急での対応

休漁期の被災

船上での発泡詰めが可能なので、岸壁

では陸揚さえ出来れば流通が可能

→残存した岸壁でも対応可能なため最も

早く水揚が再開した

H24年以降、水揚量が減少している

が、これは漁場の形成状況による

（被災による影響とは考え難い）

H24年以降、水揚量が減少している

が、これは漁場の形成状況による（被

災による影響とは考え難い）

漁船の不足が支障となった
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6）カキ養殖業（稚貝、成貝） 

 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

漁期

陸揚

作業形態

採集 沖合で稚貝を採集

育成

陸揚

加工

出荷時の荷姿

ハード ①網・魚礁関連 該当無し

②養殖施設
壊滅的な被害 養殖資材の調達

ソフト 　資源
残存した稚貝の種はさみを実施

残存した稚貝を利用して翌年の母貝養殖を実施

ハード ③防波堤

④泊地・航路
■航路・泊地啓開

⑤岸壁
■応急復旧 ●岸壁の本復旧（9月完了）

⑥用地

ソフト 　油
■塩釜から海上輸送して対応

　漁船
大型漁船の確保が優先され、小型漁船の確保は遅れた（現在も不足状態が続く）

　機材

ⅴ市場 ハード ⑦上屋 該当無し

⑧計量 該当無し

ソフト 　氷 該当無し

　機材 該当無し

ハード ⑨加工場
■加工場の応急復旧 ●加工場の新設

ソフト 　水
■埋設管の修繕

　原材料

ハード ⑩道路
　■地盤沈下に対する応急復旧（浸水対策）

ソフト 　車両
出荷トラックの確保

大
半
の
稚
貝
を
出
荷
し
た
後
に
被
災

出
荷
時
期
前
に
水
揚
・
加
工
機
能
が
回
復

【復旧の特徴】
・稚貝出荷時の終盤に被災したため、商品の被害は少なかった
・ガレキ内に残存した稚貝を活かすことを最優先して復旧を実施
・養殖資材の調達、加工機能（衛生上問題の無い海水）の回復が、成貝の出荷に間に合った
・応急普及した岸壁は水揚の時間帯を調整できない漁業を優先
 （浸水被害を避けるため、水揚の時間をずらして残存岸壁を利用）
・取引先が他産地より調達したため、今も完全には回復していない
・漁業者が販売を実施、仲買業者が加工を実施する等、新たな取組み（6次産業化）がみられる
●ハード対策案
・岸壁、加工施設の耐震化・耐浪化
○ソフト対策案
・種苗・漁船等の調達経路の確保
・種苗生産技術の導入
・耐久性の高い資材への移行

ガ
レ
キ
撤
去
時
に

、
湾
内
に
沈
下
し
た
イ
カ

タ
内
に
稚
貝
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
が
判
明

ⅳ漁港

ⅵ加工

ⅶ流通

特記事項

平成26年

7～8月：種苗採集

ⅲ漁場

カキ養殖業（稚貝、成貝）
平成23年 平成24年 平成25年

1～3月：稚貝出荷

4～8月：成貝育成

10～11月：成貝出荷（1年ｻｲｸﾙ）

渡波漁港-物揚場

湾内で稚貝・成貝を育成

渡波漁港-物揚場

背後加工場で洗浄、殻剥、梱包

生鮮（むき身、殻付き）
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地形の変化等から、海域

の種苗量は減少

【凡例】
▲：代替利用 ■：応急復旧 ●：機能回復

黒字：当漁業特有の事項、灰字：全漁業共通の事項

沈下したイカダ内に残存

した稚貝を発見

稚貝の確保を最優先した

水揚の時間帯を調整することで、浸水がみられ

た残存岸壁での対応が可能であった（復旧した

岸壁は他漁業が優先利用）

漁業者が販売まで手がける、仲買業者が加工処理場を

整備するといった新たな動きが見られる

種苗の購入相手は、震災後、他産地より調達

し、現在も全ての取引先は回復していない

漁期中の被災

衛生上問題の無い海水が必要

漁船不足が問題の一つであった
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7）水産加工場の復旧状況 

加工場の規模

原魚の入手経路
大興水産株式会社：域内原料から一次加工（切り身）を行う大規模な業者 山徳平塚水産株式会社：域内原料から二次加工を行う小規模な業者

・復旧の概要：冷凍工場の復旧後、機器類を含めて加工場を新設（H25年3月に完了）→現在は60％程度の回復 ・復旧の概要：1年半後に解体→H25年6月に修繕が終わった→現在は50％程度の回復

・取引先の維持：他県から冷蔵庫を借りて取引を継続する目的で転売を実施 ・取引先の維持：特に対策はせずに、新たな取組みが必要と考え、OEM商品の開発を実施

・人員不足：従業員の解雇はせずに休職扱い（失業給付）とすることで、大半の従業員は残り、人員は確保されている ・人員不足：人材を増やしたいが、年間通して安定した経営が出来ないと難しい（35名→5名:直後→11名：現在）

・取引先の確保：石巻漁港の水揚量減少し原料確保が難しく、風評被害の影響もあり出荷先は減少 ・取引先の確保：取り扱う商品を変えたこともあり、一時は出荷先は1割程度に減少→販路拡大を図っている最中である

・震災による変化：域内原料（生鮮）を使用したいが、震災後は県外からの移入品（冷凍）の割合が増えた ・震災による変化：冷蔵品が中心だったが常温品にシフト、施設は加工機能を重視し、冷蔵・冷凍は外部施設を利用

株式会社スイシン：主に冷凍品（輸入）を一次加工（切り身）にする大規模な業者 天佑丸冷凍冷蔵株式会社：原料は輸入品が多く、一次加工・二次加工を行う小規模な業者

・復旧の概要：H24年8月に新設工事が完了→9月にテストランを開始→現在は40%程度の回復 ・復旧の概要：建物・機材共に修復可能と判断→復旧工事には1年間かかった→現在は70％程度の回復

・取引先の維持：塩釜の加工業者へ製造委託して取引先との口座を維持→10月以降は市内の業者への委託も実施 ・取引先の維持：塩釜で冷凍庫を借りて原魚を転売することで取引先との関係を確保

・人員不足：解雇はせずに工場再建と口座維持の2チームに分かれて対応→人員不足は生じていない ・人員不足：風評被害や海周辺での仕事を避ける人が増えたことから人員不足は顕著（中国人研修生も減少）

・取引先の確保：原魚は輸入物が中心なので問題はなかったが、出荷先の生協は欠品分の調達に苦労した ・取引先の確保：原料の入手は問題ないが、出荷先は一時3割程度まで減少（今は回復したが個別の取引量は7割程度）

・震災による変化：特に無し ・震災による変化：加工機能は震災前と同程度、冷蔵・冷凍機能は規模を1/4へ縮小した

大規模　⇒完全復旧型 小規模　⇒縮小復旧型（機能分担）

域内原料（生鮮）

⇒水揚重視型

域外原料（冷凍）

⇒ハード重視型

原料が無いと2割へ低下

設備が無いと1割へ低下

施設復旧後に回復傾向

施設復旧後に回復傾向

規模縮小、役割分担

規模縮小、役割分担

石巻の水揚再開に伴い回復

前浜産サバの増加により回復

新たな取組みにより回復

石巻産の原魚の利用により回復
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（6）企業ビッグデータを活用した流通機能の実態把握 

1） 企業ビッグデータの概略 

（a）データ種類と特徴 

 ㈱帝国データバンク保有の企業ビッグデータ（以降 TDB データ）には、以下の 2 種類の

データが存在する。本章の分析では、時系列分析に適している企業概要ファイルに収録さ

れているデータを使用し取引特性の分析を行う。 
 

表-3 TDB が保有する企業ビッグデータの概略 

 企業信用調査報告書 企業概要ファイル 

データ内容 企業信用調査により把握した全データ 企業概要データ 

商流データ

の内容 
仕入先・得意先ともに、 
上位 60 社程度のデータが存在 

仕入先・得意先ともに、 
最大上位 5 社までのデータが存在 

データ 
整備方法 

信用調査依頼が企業から発生した場合にヒ

アリング調査により把握するデータ（随時

更新）。 

1 年に 1 回、過去に信用調査を実施した企

業＋TDB が別途調査を実施した企業に対

する電話もしくはヒアリング調査により

把握するデータ（年次更新）。 

データ数 
企業数；全国 70 万社 
取引数；450 万 B2B 取引 

企業数；全国 110 万社 
取引数；385 万 B2B 取引 

データ整備

期間 

2008 年～2013 年 9 月（5 年間） 
※データは随時更新のため直近の年月まで

に調査されたサンプルのうち最新のデータ

を活用した分析が可能。ただし、企業によ

って調査年次が異なる 

1993 年～2012 年（19 年間） 
※データは年次更新のため、これまでに

蓄積された全企業の最新データを把握す

ることが可能。 
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資料／㈱帝国データバンク 

図-8 企業概要ファイルのサンプル 
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（b）業種分類 

TDB データの業種分類は、日本標準産業分類を基本に一部修正を加えた大分類（14 分類）、

中分類（91 分類）、小分類（669 分類）、細分類（1,359 分類）が整備されている。なお、

TDB データでは企業ごとに代表業種の割り当てのみならず、業態が複数の分野にわたる場

合は主業と従業として 2 種類の業種分類を行っている。 
 
（c）石巻市の水産関連企業のデータカバー率 

本調査で活用する TDB データのカバー率について、経済センサス１）の全事業者数および

全企業数に対する割合として整理した。 
①漁業・製造業・卸売業 

TDB データのカバー率は 100％を超える。これは TDB データが個人経営の企業まで対

象としているのに対し、経済センサスでは対象としていないことから生じるものである。

結果的に、TDB が収録するデータが経済センサスデータで対象とする企業よりも多く扱わ

れていることになる。 
②飲食料小売・飲食店 

TDB データのカバー率は 2～5 割程度となっている。これは、TDB データの対象は B2B
取引（企業間取引）を対象としていることから B2C 取引（企業・消費者間の取引）が収録

されていない点に起因する。つまり、このような取引の場合、販売先（消費者）から TDB
に対して信用調査依頼が入ることは無く、仕入先企業からの調査依頼が基本となることが

想定されるためデータカバー率が低くなっているものと推察される。 
 

表-4 帝国データバンクと経済センサスの企業・事業所数（社・事業所） 

 

 

表-5 帝国データバンクの企業カバー率（％） 

 

帝国データバンク 経済センサス  

大分類 中分類 企業数(a) 事業所数(b) 企業数(c)

2010 2011 2012 2013 H21(2009) H22(2012) H21(2009) H22(2012)

漁業 漁業 9 8 8 9 16 4 12 1

水産養殖 5 5 7 12 17 4 15 4

製造業 飲食料品・飼料製造 101 87 72 68 266 120 157 76

卸・小売業，飲食店 卸売 151 142 134 137 502 254 242 100

飲食料品小売 27 28 21 23 710 307 107 48

飲食店 5 8 8 9 953 352 48 36

合計 298 278 250 258 2464 1041 581 265

帝国データバンクカバー率

大分類 中分類 TDB企業数(a) / 全事業所数(b) TDB企業数(a) / 全企業数(b)

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

漁業 漁業 56% 200% 200% 225% 75% 800% 800% 900%

水産養殖 29% 125% 175% 300% 33% 125% 175% 300%

製造業 飲食料品・飼料製造 38% 73% 60% 57% 64% 114% 95% 89%

卸・小売業，飲食店 卸売 30% 56% 53% 54% 62% 142% 134% 137%

飲食料品小売 4% 9% 7% 7% 25% 58% 44% 48%

飲食店 1% 2% 2% 3% 10% 22% 22% 25%

合計 12% 27% 24% 25% 51% 105% 94% 97%
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【経済センサスの調査対象１）】 

日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所（物の生産又はサービスの提供が事業

として行われている一定の場所をいう。以下同じ。）のうち、次の各号に掲げる事業所を

除く事業所（以下「調査事業所」という。）を対象としています。 
  ア 大分類Ａ－農業・林業に属する事業所で個人の経営に係るもの 
  イ 大分類Ｂ－漁業に属する事業所で個人の経営に係るもの 
  ウ 大分類Ｎ－生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類 79－その他の生活関連サ

ービス業（小分類 792－家事サービス業に限る。）に属する事業所 
  エ 大分類Ｒ－サービス業（他に分類されないもの）のうち、中分類 96－外国公務に

属する事業所 
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（d）震災前後の企業数の変化 

石巻市内の水産関連業を対象に、震災前後の企業数の変化を整理した。対象とした業種

を下表に、整理結果を次頁以降に示す。 
 

表-6 本調査で「石巻市の水産関連業」と定義した業種一覧 

 
 
（e）業種別企業数の変化 

企業数は震災後に減少しており、2013 年は 2010 年比で▲36 社（-18％）減少している。

業種別にみると飲食料品・飼料製造業が▲33社（-33％）と大きく減少している。 

 

図-9 業種別企業数（社） 

中分類 小分類 主業
08_漁業 0810_捕鯨業 08101_捕鯨業
08_漁業 0820_一般海面漁業 08202_まき網漁業
08_漁業 0820_一般海面漁業 08205_釣・はえ縄漁業
08_漁業 0820_一般海面漁業 08201_底びき網漁業
08_漁業 0820_一般海面漁業 08204_刺網漁業
08_漁業 0820_一般海面漁業 08203_敷網漁業
09_水産養殖 0910_海面養殖業 09101_魚類養殖業

09_水産養殖 0910_海面養殖業 09102_貝類養殖業
09_水産養殖 0910_海面養殖業 09103_藻類養殖業
09_水産養殖 0920_内水面養殖業 09201_内水面養殖業
20_飲食料品・飼料製造 2020_水産食料品製造 20205_水産練製品製造
20_飲食料品・飼料製造 2020_水産食料品製造 20209_他の水産食料品製造
20_飲食料品・飼料製造 2020_水産食料品製造 20207_冷凍水産食品製造
20_飲食料品・飼料製造 2020_水産食料品製造 20206_冷凍水産物製造
20_飲食料品・飼料製造 2020_水産食料品製造 20202_海藻加工
20_飲食料品・飼料製造 2040_調味料製造 20401_味そ製造
20_飲食料品・飼料製造 2040_調味料製造 20402_しょう油等製造
20_飲食料品・飼料製造 2052_飼料・肥料製造 20523_有機質肥料製造
20_飲食料品・飼料製造 2052_飼料・肥料製造 20521_配合飼料製造

20_飲食料品・飼料製造 2052_飼料・肥料製造 20522_単体飼料製造
20_飲食料品・飼料製造 2093_製氷業 20931_製氷業
20_飲食料品・飼料製造 2094_冷凍調理食品製造 20941_冷凍調理食品製造
20_飲食料品・飼料製造 2095_めん類製造 20951_めん類製造
40_卸売（１） 4044_乾物・缶詰卸 40441_乾物卸
40_卸売（１） 4049_その他の食料飲料卸 40499_その他の食料飲料卸
40_卸売（１） 4053_生鮮魚介卸 40531_生鮮魚介卸
40_卸売（１） 4059_他の農畜産水産物卸 40599_他の農畜産水産物卸
45_飲食料品小売 4510_各種食料品小売 45101_各種食料品小売
45_飲食料品小売 4540_鮮魚小売 45401_鮮魚小売
45_飲食料品小売 4550_乾物小売 45501_乾物小売
45_飲食料品小売 4599_他の飲食料品小売 45992_茶小売
45_飲食料品小売 4599_他の飲食料品小売 45991_料理品小売
45_飲食料品小売 4599_他の飲食料品小売 45999_他の飲食料品小売
46_飲食店 4610_食堂，専門料理店 46101_一般食堂
46_飲食店 4610_食堂，専門料理店 46104_中華・東洋料理店
46_飲食店 4610_食堂，専門料理店 46103_西洋料理店
46_飲食店 4610_食堂，専門料理店 46106_すし店
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（f）石巻魚市場を中心とした商取引図 

石巻魚市場を中心とした企業間の商取引の関係性を図化したものを下図に示す。本調査においてヒアリング対象とした企業に商取引が集中していることが分かる。 

 
図-10 震災後（2013 年）の商取引図 

石巻
魚市場

スイシン

大興水産

【凡例：震災前後（2011年-2015年）の売上高変化率】

■：25％以上

■：0％以上 25％未満

■：0％未満 －25％超過

■：-25％未満

■：2010年未調査で2011年以降新規調査により追加された企業

天祐丸水産

資料／㈱帝国データバンクが保有する信用調査データをもとに作成
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2） 水産加工業へのヒアリング結果に基づく流通機能の業務継続に関する論点整理 

（a）販売の維持 

a）震災直後の口座維持の重要性 

 販売先との取引口座の凍結は顧客の消失につながることから利益を確保出来ない場合

でも取引のみを維持する対策がとられている。特に、OEM 製造については取引継続が

重要となる（スイシン、大興水産、天祐丸冷凍冷蔵、山徳平塚水産）。 
 特に、大手小売業者の場合は、工場に対して安定的な品質確保をすることを目的に工

場認定制度を導入している（いわゆる 4 定（定時、定品質、定量、定価）主義）。仮に

取引口座が凍結された場合は工場認定を再申請する必要があり大きな時間的ロスが生

じることからも取引口座の維持が重要となる（スイシン）。 
 石巻のように産地型水産加工業の流通網は販路開拓力や販売力が脆弱であるために荷

受業者への委託販売が主流となっている。一般的な流通チャネルは、地元メーカー→

荷受業者→仲買人→小売店（スーパーマーケット）といった複雑な多段階となってい

る（中小企業基盤整備機構調査結果２））。  
 山徳平塚水産では、今までは量販店、スーパーマーケットなどのチャネルがメインで

あったが、今後は価格決定権を持つ販路を増やしていくという。実際、独自の販路を

持たない水産加工メーカーの多くは、スーパーマーケット等などへの卸が大半となっ

ており、小売店側の低価格要請が高く利益の幅が少ない。一方、ギフト商品がメイン

の百貨店、高級スーパー、ネット通販といった知名度やステータスを高めるツールの

役割をしているチャネルを保有する老舗メーカーも多数ある（中小企業基盤整備機構

調査結果）。 
 ここでポイントは、水産加工メーカーが価格決定権をもち、安定的な収益を確保する

チャネルを構築することであるが、その前提条件としては、自社のコア部分だけ（得

意な部分）に特化した経営資源の集中・差別化戦略が必要であることである。すなわ

ち、長期的な経営戦略を明確にして商品を開発することで、安定的かつ持続的な販路

開拓が実現できるのである（中小企業基盤整備機構調査結果）。 
b）生産代替のための製造委託 

 販売先への取引の維持にあたっては、通常時から付き合いのある他地域に立地する企

業へ製造委託を行っている（石巻では塩竈に立地する加工業への委託が中心）。ただし、

通常時に付き合いの無い企業にとっては災害時に製造委託先を見つけることは困難と

思われる（スイシン、天祐丸冷凍冷蔵、山徳平塚水産）。 
c）製造委託に向けた課題 

 製造委託したとしても、最終加工品の場合は、味の調整等で時間を要するとともに商

品のコストが上がる（製造コストが 1.5 倍程度になるケースあり）ことで、従来の取

引先への販売が困難になったケースも見受けられる（山徳平塚水産）。 
 また、借りられる工場の衛生管理・従業員の移動負荷等により品質が低下するのを懸

念して製造委託を実施しなかったケースも見受けられる（大興水産株式会社）。 
d）生産代替地確保のための事前協定例 
 生産の代替先を探す際には，相手の会社に依頼できることの明確化に加えて、相手の

生産委託を受ける際に自社が対応できることの明確化を行う必要がある（石巻魚市場

株式会社）。 
 代替漁港の協定については、隣接ではなく遠い地域間で結び、お互い様の関係になっ

ておく必要がある。震災後、生産体制・水揚げの体制が復旧した場合に、震災前の取
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引に戻すような関係の構築が必要である。そのためには、通常時から継続的に取引を

しながら相互に補完関係にある必要がある（石巻魚市場株式会社）。 
 新潟県では、「お互いさま BC 連携ネットワーク３）」を構築。困ったときは「お互いさ

ま」の精神で、いざとなったときに仕事の融通をしあい BC（事業を継続しあえる関

係）で、日頃の仕事の融通関係や口約束・業務委託協定書だけでなく、守秘義務、品

質保証等の契約書に基づき、対外的に公表できる状態を構築しておき、取引先に対し

て事業継続性の信頼性を確保するための仕組みとしている． 
 代表的な事例として、新潟県では、これまでに燕市の「新潟県鍍金工業組合」と神奈

川県横浜市の「神奈川県メッキ工業組合」は、同制度を利用して、お互いさま事業継

続連携を構築。災害時には、県域を越えて民間の業界団体がお互いさまの精神で相互

に支援しあうことになっている４）。 
 

 
資料／全国知事会ホームページ３） 

図-11 新潟県のお互いさま事業継続連携ネットワークの取り組み 
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資料／今こそ BCP を考え、支援のつながりを広げよう，工場管理 Vol.57 No.7 P4．５） 

図-12 お互いさま事業継続連携ネットワークの概念図 

 
資料／細坪信二，事業継続を活用したお互いさま成長戦略，特定非営利活動法人危機管理対策機構・一

般財団法人危機管理教育＆演習センター，2012 年 12 月 12 日６）  

図-13 お互いさま事業継続連携ネットワークの具体事例 
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資料／細坪信二，事業継続を活用したお互いさま成長戦略，特定非営利活動法人危機管理対策機構・一

般財団法人危機管理教育＆演習センター，2012 年 12 月 12 日６）  

図-14 お互いさま事業継続連携ネットワークへの登録内容の例 

 
（b）仕入の確保 

 石巻漁港からの水揚げに依存する仕入構造となっている企業については、震災後、魚

価の高騰などもあり売上高は一定レベルあるものの利益があがっていないケースが見

受けられる（大興水産）。 
 一方で、石巻漁港からの水揚げに大きく依存していない企業（特に原材料を輸入して

いる企業）については、継続的に原材料を仕入れることが出来ているため、製造委託

をすることなどにより業務継続が可能となっている（スイシン、天祐丸冷凍冷蔵）。 
 大手の小売店は、従来から仕入れ先のリスク分散を目的に数社と取引していたが地域

的に離れた企業と取引することまでは配慮していなかったと思われる（スイシン）。 
 今後は，地理的に離れた地域の複数の企業からの仕入れ体制の構築が必要になる考え

られるため、小売企業の方から取引に際して「災害時の生産代替の体制整備に関する

オーダー」がくると想定される。（スイシン）。 
 小売・卸業の動きとして、仙台卸商センターを中核とする東北地方の三卸団地の事務

局と組合員卸等は、非常時の情報・見積もり・商品のやりとりを作るためのパイロッ

トプロジェクトを実施 1している。 
 このパイロットプロジェクトでは、「相互融通する場合に実際どういう手続きが必要な

のか」を検討し、「手順書」や「商品リスト」を整備した上で、地域間・地域内で連絡

を取り合い、商品を配送し、小売店まで届けて、決済を行うところまでを実際に動か

した結果、下図のように複数の卸がコーディネーションされることで、生産から小売

の流通パスが多様化され、実証的にも業務継続に対して一定の効果があることが確認

                                                  
1一般社団法人日本卸売協会が、㈱全国商店街支援センターから受託した事業「平成 23 年度商店街及び

地域小売業に対する安定的商品供給のあり方に関する調査・モデル事業」の一環として行われたもの  
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されている。 

 
資料／平成 23 年度商店街及び地域小売業に対する安定的商品供給のあり方に関する調査・モデル事業 事業実施報

告書，株式会社全国商店街支援センター７）  

図-15 非常時安定的商品供給モデルの例 

 
（c）需要に見合った水産加工場の復旧 

 震災後、補助金を使って規模を拡大して最新の設備を導入した事業者があるが、維持

費が高いため、維持できないのではないかという話があり、それを買い取ろうとする

県外資本があるという情報がある（石巻市産業部水産課）。 
 震災後売り手が他港に取られ減少したことから、規模を拡大した施設の稼働率は 5～6

割程度であると思われる。一方で工場の維持管理費は増大していることから経営的に

は圧迫されているのではないかと思われる。（天祐丸冷凍冷蔵株式会社）。 
 加工業は、供給量が需要量を上回っている時代であるため、規模の拡大ではなく得意

分野・専門分野への特化、ネット通販の強化が重要となる（山徳平塚水産）。 
 
（d）インフラ復旧時の行政の対応 

 行政は瑕疵責任等を恐れて緊急対応に弱い。公平性を心配して入札実施を行うケース

が多いが、それでは時間的に間に合わない（石巻魚市場株式会社）。 
 また、復旧箇所が万遍なく工事されていて全体的に工事の工程が遅れていた。優先度

を決めて限られたリソースのもとで集中的に工事をすべきである（石巻魚市場株式会

社）。 
 いざという時に国・県・市が連携できるよう、日頃から行政組織間で人事交流をして

おく必要がある。石巻市は、気仙沼や女川に比べて、そのような交流が少ないのは問

題であった（石巻魚市場株式会社）。 
 震災後の一時的な復旧対応をする際には、補助残を意識して復旧しないと、本格復旧

の際に問題となる。補助制度の認識不足もあることから事前の周知徹底が必要（宮城

県漁業協同組合 石巻湾支所）。 
 漁業者はこれまで補助を受けてきたことから手続き等に慣れていたが、加工業者への

補助は、企業・行政ともに不慣れであるため事前の周知が必要（天祐丸冷凍冷蔵株式

会社）。 
 
（e）企業の与信力の重要性 

 地震保険担保特約に加入していない企業は、震災後、原材料を調達する際に販売元の

与信問題があり、原材料を調達できなかった企業も存在する（天祐丸冷凍冷蔵）。 
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 ヒアリング内では、石巻市内の水産加工業者の 2 割程度は地震保険へ加入していたよ

うであるが、そのうち半数程度が満額受け取ったのに対して、その他の企業について

は定かではない（天祐丸冷凍冷蔵）。 
 東北大学が被災企業 3 万社を対象に行った「震災復興企業実態調査」において把握さ

れている「被災企業の地震前の地震保険担保特約への加入割合」は全体で 3 割程度と

低調である（表-7 参照）。 
 一般的に、企業が加入する火災保険では、地震による損壊・埋没等の損害はもちろん、

地震による火災損害も補償されない。津波を含めた天災による被害をカバーするため

には別途、地震保険担保特約に加入する必要があるが、掛金が高いことなどから敬遠

されるケースが多い。特に、東日本大震災以降、企業向けの地震保険料が引き上げら

れている（東京海上日動火災保険で全国平均 17％、三井住友海上で 5～10％程度）点

は今後の懸念事項となる。 
 

表-7 震災前の時点における地震保険等への加入状況 

 
資料／株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所（2013 年 7 月）８）  

 
（f）人材確保  
 震災後は、家族が海の近くでの仕事を嫌がることもあり、人手不足の要因となってい

る（渡波漁船漁業協同組合） 

 加工業者の従業員も十分に集まっていない。加工業の求人は、最低賃金に近い（12～

13 万、大手でも 15 万）給与の求人であり、津波被害箇所でもあるため人が集まりに

くい。また、外国人実習生については、給与の面に加えて保険・宿舎の費用がかかり、

実質約 20 万かかる、加えて時間外給与も発生する（石巻市産業部水産課）。 
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3） 石巻市内の水産関連企業における企業間取引（販売・仕入）の震災前後変化 

（a）業種別の販売先取引回復状況 

 2013 年時点で石巻市内に立地する水産関連企業の販売先数の回復率（2013 年の販売

先数／2010 年の販売先数）は全体で 80.3％となっている。 
 業種別にみると、卸売業は 75.4％、製造業は 70.1％となっており、製造業の販売先数

の回復率が低く、さらに新規取引先シェアが約 56％と過半数を超える点が特徴的。 
 例えば、山徳平塚水産へのヒアリング結果から推察すると、中小規模な加工業者は、

生産リソースの制約（仕入を域内依存、冷蔵施設の被災）に伴う販売先の変更、更に

は需要面の落ち込みによる生産設備の縮小等を行っているものと考えられるため、中

小規模の加工業者が多く立地する石巻市においては、全般的に販売先の縮小と新規販

売先の獲得シェアが高いものと思われる。 
 

 
図-16 販売先数の変化 

 

 
図-17 卸売業にとっての販売先数の変化 
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図-18 製造業にとっての販売先数の変化 

 

 
図-19 小売業にとっての販売先数の変化 
（サンプル数が少ないため参考として掲載）  

 
（b）販売先業種別の取引回復状況 

 販売先別の取引回復状況については、販売先が卸売であれば 82.3％、製造業は 70.6％
となっており、製造業を販売先とする場合に回復率が低い。 

 卸売業が小ロットでも受入が可能であるのに対して製造業については一定規模のロッ

ト数が求められることから、一定の生産量を確保出来ない企業が取引を回復出来てい

ないことが要因であると推察される。 
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図-20 販売先が卸売業との取引数 

 

  
図-21 販売先が製造業との取引数 

 
図-22 販売先が小売業との取引数 

（サンプル数が少ないため参考として掲載）  
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（c）販売先地域の変化 

 石巻市内の水産関連企業の販売先は、震災後、多くの府県と取引が減少する一方で、

北海道については販売数を大きく拡大（70％増）する傾向にある。なお、宮城県内々

取引は、震災後、約 80％に減少している。 
 

  

  
図-23 販売先数の変化（都道府県別） 

 
北海道における販売先は、特に卸売業の伸びが著しく、2010 年から 2013 年にかけて 10

件増加（▲80.0%）している。震災後新たに取引を開始した北海道の販売先（卸売業）は、

釧路や函館の魚市場や水産企業である。 
 

鹿児島県, 2.00

北海道, 1.71

兵庫県, 1.14

青森県, 1.00
山口県, 1.00

1.00

富山県, 0.50

高知県, 0.00
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

2010（2011年震災前を含む） 2011（震災前を除く） 2012 2013

発注社立地 取り引数 変化率（震災前に対し）
　 2010（20112011（震災 2012 2013 2010（20112011（震災 2012 2013
鹿児島県 1 2 2 1.00 0.00 2.00 2.00

北海道 14 12 22 24 1.00 0.86 1.57 1.71

兵庫県 7 4 7 8 1.00 0.57 1.00 1.14
青森県 15 9 17 15 1.00 0.60 1.13 1.00
山口県 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00
香川県 2 2 2 2 1.00 1.00 1.00 1.00
福岡県 2 2 3 2 1.00 1.00 1.50 1.00
大分県 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00
栃木県 8 4 5 7 1.00 0.50 0.63 0.88
秋田県 7 5 6 6 1.00 0.71 0.86 0.86
岩手県 12 9 10 10 1.00 0.75 0.83 0.83
長野県 6 4 4 5 1.00 0.67 0.67 0.83

宮城県 325 171 237 265 1.00 0.53 0.73 0.82

福島県 20 7 12 16 1.00 0.35 0.60 0.80
東京都 145 64 108 116 1.00 0.44 0.74 0.80
神奈川県 24 9 18 19 1.00 0.38 0.75 0.79
愛知県 18 7 14 14 1.00 0.39 0.78 0.78
静岡県 20 10 16 15 1.00 0.50 0.80 0.75
千葉県 18 10 9 13 1.00 0.56 0.50 0.72
山形県 10 7 6 7 1.00 0.70 0.60 0.70
新潟県 8 2 6 5 1.00 0.25 0.75 0.63
大阪府 18 7 10 10 1.00 0.39 0.56 0.56
茨城県 16 8 11 8 1.00 0.50 0.69 0.50
富山県 2 2 1 1 1.00 1.00 0.50 0.50
石川県 4 1 2 2 1.00 0.25 0.50 0.50
京都府 4 1 2 2 1.00 0.25 0.50 0.50
群馬県 5 2 3 2 1.00 0.40 0.60 0.40
埼玉県 8 7 4 3 1.00 0.88 0.50 0.38
三重県 3 2 2 1 1.00 0.67 0.67 0.33
広島県 3 2 2 1 1.00 0.67 0.67 0.33
福井県 1 1 1 1.00 1.00 1.00 0.00
滋賀県 1 1 1 1.00 1.00 1.00 0.00
奈良県 1 1.00 0.00 0.00 0.00
高知県 3 3 1.00 1.00 0.00 0.00
佐賀県 1 - - - -
長崎県 1 - - - -
熊本県 2 2 2 - - - -
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図-24 北海道に立地する業種別販売先数の変化 
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（d）仕入先地域の変化 

 石巻市内の水産関連企業の仕入れ先は、震災後、多くの都道府県と取引が減少する一

方で、神奈川県については仕入数を大きく拡大（70％増）する傾向にある（次頁より、

特に冷蔵・冷凍関連企業からの仕入れが増加）。なお、宮城県内々取引は、震災後、約

80％に減少している。 
 

 

 
図-25 仕入先数の変化（都道府県） 

 

神奈川県における仕入先は、特に卸売業の伸びが著しく、2010 年から 2013 年にかけて

6 件増加（▲120.0%）している。 
 

山形県, 0.00
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受注社立地 取引数 変化率（震災前に対し）
2010（20112011（震災 2012 2013 2010（20112011（震災 2012 2013

神奈川県 3 5 6 9 1.00 1.67 2.00 3.00

広島県 1 1 1 2 1.00 1.00 1.00 2.00

三重県 1 1 1 2 1.00 1.00 1.00 2.00
栃木県 2 1 2 3 1.00 0.50 1.00 1.50
青森県 8 5 11 10 1.00 0.63 1.38 1.25
兵庫県 5 4 3 6 1.00 0.80 0.60 1.20
香川県 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00
北海道 12 6 9 12 1.00 0.50 0.75 1.00
秋田県 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00
岐阜県 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00
愛媛県 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00
和歌山県 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 1.00

岩手県 13 6 13 12 1.00 0.46 1.00 0.92

東京都 90 51 71 82 1.00 0.57 0.79 0.91
千葉県 9 3 8 8 1.00 0.33 0.89 0.89
茨城県 5 2 5 4 1.00 0.40 1.00 0.80

宮城県 348 171 249 262 1.00 0.49 0.72 0.75

愛知県 4 3 3 3 1.00 0.75 0.75 0.75
大阪府 7 4 4 5 1.00 0.57 0.57 0.71
静岡県 17 13 17 12 1.00 0.76 1.00 0.71
新潟県 3 3 2 2 1.00 1.00 0.67 0.67
京都府 2 1 1 1 1.00 0.50 0.50 0.50
福岡県 3 1 1 1.00 0.00 0.33 0.33
山口県 1 2 1.00 2.00 0.00 0.00
埼玉県 1 1.00 0.00 0.00 0.00
鹿児島県 1 1.00 0.00 0.00 0.00
山形県 1 1 - - - -
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図-26 神奈川県に立地する業種別仕入先数の変化 

 
（e）石巻市内外・塩竈市への販売 

 石巻市内に比べて石巻市外へ販売の回復率が高い。 
 一方、震災後、多くの加工業者が委託生産を行った塩竈市内立地企業への販売先数

は震災直後から 2012 年までは増加傾向にあったものの、2013 年時点では減少傾向

にある。これは石巻市内への取引が回復しつつあることによるものであると推察さ

れる。 
 

 
図-27 石巻市内立地企業への販売先数変化 
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図-28 石巻市外立地企業への販売先数変化 

 

 

図-29 塩竈市内立地企業への販売先数変化 

 

 
（f）販売先数（取引数）と売上高の関係性 

 販売先の消滅率が高くなるにつれて売上高の減少率も高くなる傾向にある。 
 売上高の減少を抑制するためには、販売先数の維持が必要であると言える。 
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図-30 売上高変化率と販売先の消滅率との関係（2010 年と 2013 年の比較） 

 
 石巻市内からの仕入シェアが高くなるにつれて、売上高の減少率・販売先数の消滅率

が高くなる傾向にある。 
 市内調達率の増加は、通常期においては所得の域外漏出を抑制する観点から望ましい

が、異常時の業務継続の観点からは災害に対して脆弱な取引となる。 
 

 
図-31 石巻市内での仕入れシェア別の売上高の変化率（2010-2013 変化） 
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4） 石巻魚市場の被災による経済的損失 

石巻魚市場は、震災前（2010 年時点）、96 社の企業との取引が確認（TDB データベー

ス）されている。このうち、震災後、継続して取引を行っている企業 77 社の総売上高は

2013 年時点で 13,052 億円であり、震災前の 13,682 億円に比べて 630 億円（11.9％）減

少している。さらに、この 630 億円減少のうち、石巻市内に立地している企業（40 社）

の売上高は 342 億円減少している。 
このことから、石巻魚市場の被災が石巻市内の取引企業へ与えた経済的損失（売上高ベ

ース）は 342 億円と推察され、市外を含めるとトータルで 630 億円の経済的損失（売上高

ベース）を引き起こしているものと推察される。ただし、石巻市外の企業については、石

巻以外の被災漁港からの仕入れ等も影響していることから、全ての減少額が石巻魚市場に

起因したものであるとは断定できない点に留意が必要である。 
 

 
図-32 石巻魚市場と震災前・後で取引をしている企業数 

 

 
図-33 震災前から石巻魚市場と取引を継続している企業(77 社)の売上高の変化 

 
一方、震災後、石巻魚市場から新規に仕入を行った企業は 35 社（図-32 参照）あり、震

災前に比べて石巻魚市場と直接取引を行う企業数は増加していることになる（TDB データ

ベース）。しかし、新規に仕入を行っている企業の 54.3%（売上高ベースで 99.8%）は石

巻市外の企業であり、市外から多くの企業が買い付けに来ていることが推察される。 
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 そこで、石巻魚市場から直接仕入れを行う 1 次取引企業と、石巻魚市場から石巻市内の

企業を介して取引を行う 2 次取引企業の市区郡別の分布状況を売上高の規模で示したもの

を下図に示す。 
 この図から、石巻魚市場から直接仕入れを行う 1 次取引企業については、震災後、東京

都周辺の円（赤円）が大きくなっている一方、石巻市内の企業を介した 2 次取引企業の売

上高を示す円（青円）については小さくなる傾向にあることが分かる。このことから、震

災前は、東京等に立地する企業が石巻市内の卸売企業・水産加工企業等を介して仕入を行

っていたものが、震災後は、市場からの直接仕入れにシフトしている傾向があることがう

かがえる。このような傾向は、震災前まで石巻市内で生み出されていた付加価値（生産活

動）の一部が市外へ流出している可能性を示唆するものである。 
 

 
赤（魚市場の直接取引）：石巻魚市場から直接仕入れを行っている企業の市区郡別売上高  

青（魚市場の間接取引）：石巻魚市場から石巻市内企業を介して仕入れを行っている企業の市区郡別売上高  

図-34 石巻魚市場の一次・二次取引企業の市区郡別売上高分布の変化 

  

<震災前2010>

<震災後2013>

一次取引 二次取引

200,000億円
100,000億円
50,000億円
30,000億円
10,000億円

一次取引：145兆4728億円
二次取引：3563兆8564億円

合計計：3709兆3292億円

一次取引：752兆3397億円
二次取引：2729兆8709億円

合計計：3482兆2106億円
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（7）気仙沼漁港における減災計画の検証 

石巻漁港及びその背後地における被災時の業務継続実態に加えて、気仙沼漁港において

震災前に検討されていた「気仙沼地区減災計画９）」について、その計画内容の検証を行う。

検証にあたっては、前気仙沼市の危機管理監である佐藤健一氏に対するヒアリングを行い、

実態把握を行った。 

 

 

図-35 気仙沼地区減災計画 
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 上記計画の各項目について東日本大震災時の実態をふまえて、「良かった点」、「改善が必

要な点」を以下の通り整理した。 

 

 

 

5

・市場上屋の人工地盤を
避難場所としていた

・体制は策定していたが
防災部局（危機管理部
）に水産の情報は入ら
なかった。

・被害想定が過小なハザ
ードマップにより危機
感が不足していた

良かった点

改善が必要な点

改善が必要な点

・被災想定を超えていた
ため混乱が生じたこと
もあり「逃げる」こと
への意識が不十分であ
った

・避難所運営の手が不足
し、避難者自身が運営
を担った

改善が必要な点

改善が必要な点
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・予め行っていた漁船
の避難訓練が効果的
だった

良かった点

・自衛隊が事前に孤立
することを把握して
いた（現地入りの優
先度が高かった）

・支援物資・ご遺体を
保管する場所が不足
するなどの問題が
生じた

・想定外の被災であった
ため事前の耐震化が
十分に機能しなかった

改善が必要な点

改善が必要な点

良かった点
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・フォークリフトを屋上
に避難させていたため
被災を免れた

・市場上階へ設置してい
た自家発電設備が機能
した

・日常点検の結果に基づ
く改善指示に従わない
ケースがある

改善が必要な点

良かった点

・カツオ等の他の漁港
でも扱える魚種は代替
化され流通ルートを
失った

・大型漁船が漂流して
避難者がいるビルを
破壊した

・原子力発電所事故の
影響があった

改善が必要な点

改善が必要な点

改善が必要な点
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・市場上屋の人工地盤へ
避難することができた

・避難先（市場屋上）
からの連絡手段が途絶
した

・被災想定を超えていた
ため混乱が生じた

・外国人対応に苦慮した

改善が必要な点

改善が必要な点

改善が必要な点

良かった点

・自衛隊が事前に孤立
することを把握して
いた地域では対応が
早かった

・大型漁船が漂流して
避難者がいるビルを
破壊した

・定置網の魚網が津波
により流出した

・原子力発電所事故によ
る風評被害の影響があ
った

良かった点

改善が必要な点

改善が必要な点



49 
 

 

 

 

 

 

 

  

・支援物資・ご遺体を
保管する場所が不足
するなどの問題が
生じた

改善が必要な点
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２．漁港・市場を中心に地域一体となった業務継続のモデル的な検討 
 
(1) はじめに 

今後の発生が想定される南海トラフ巨大地震の想定地域等に立地するモデル地域を１

地区以上選定し、具体的な被害想定及びそれに基づく業務継続の検討を行う。検討フロー

は以下の通りである。 
 

 
 
 
 
 
 

図-36 検討フロー 

 
(2) 協議会の設立 

 協議会を下表のメンバーで設立した。 
 

表-8 協議会メンバー 

 

所属・役職 氏名 備考 

協
議
会
メ
ン
バ
ー 

和歌山東漁業協同組合 参事 太田 正也 
 

和歌山東漁業協同組合 業務部 部長 河田 洋 
 

串本食品株式会社 代表取締役 笠原 敬示 
 

串本食品株式会社 専務取締役 山路 哲生 
 

清家水産株式会社 升谷 裕 
 

おざきのひもの 尾崎 仁一 
 

串本町産業課 課長 平松 勇  

串本町産業課 副課長 中田 進康 
 

串本町産業課 主査 田邉 治 
 

串本町総務課 副課長 濱地 弘貴  

和歌山県農林水産部水産局水産振興課 課長 南出 明彦 
 

和歌山県農林水産部水産局水産振興課 主査 山田 哲也 
 

和歌山県県土整備部港湾空港局港湾整備課漁港整備室 室長 東 照久  

(2) 協議会の設立  

(3) 協議会の開催  

(4) 串本地域における業務継続計画（BCP）  
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和歌山県県土整備部港湾空港局港湾整備課漁港整備室 主査 村田 晶博  

水
産
庁 

水産庁漁港漁場整備部計画課計画官 中西 豪 
 

水産庁漁港漁場整備部計画課企画係長 一政 悟  

水産庁漁港漁場整備部計画課企画係 廣中 渉大 
 

事
務
局 

（一財）漁港漁場漁村総合研究所第１調査研究部主任研究員 後藤 卓治 
 

復建調査設計（株）地域経済戦略チーム 主任研究員 佐藤 啓輔 
 

復建調査設計（株）地域経済戦略チーム 主任 高橋 恵一  

（株）アルファ水工コンサルタンツ 技術第２部 チームリーダー 堀江 岳人 
 

（株）アルファ水工コンサルタンツ 技術第２部 主任 澤村 圭 
 

 
 
(3) 協議会の開催 

 協議会は、計 3 回開催した。各回の開催状況と主な議題は以下の通りである。各回

の議事録は次頁以降に示す。 
 

表-9 協議会における主な議題 

 日時・場所  主な議題  
第 1 回  日時：平成 26 年 11 月 26 日（水） 

15:00～17:00 
場所：串本町役場本庁舎 2F 委員会室  

1）  被災地（石巻）での調査結果の報告 
2）  串本地域における津波被害の想定  
3）  串本地域での検討に向けて  

第 2 回  日時：平成 27 年 2 月 4 日（水） 
15:00～17:00 

場所：串本町役場本庁舎 2F 委員会室  

1）  本協議会での検討の流れ 
2）  BCP 策定のポイント  
3）  串本地域の BCP 策定  
4）  今後の継続的な訓練・改善  

第 3 回  日時：平成 27 年 3 月 20 日（金） 
9:30～11:30 

場所：串本町役場本庁舎 2F 委員会室  

1）  串本地域の BCP（案）の確認 
2）  今後の推進体制の確認  

 
 
 
 
(4) 串本地域における業務継続計画（BCP） 

 協議会での検討をふまえて、串本地域における業務継続計画（BCP）をとりまとめ

た。とりまとめ資料を以降に示す。 
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３．ガイドラインの整備 
 

 和歌県串本町の協議会における議論、水産流通の委員会における議論をふまえて、「漁業

地域における BCP 策定ガイドライン（案）」をとりまとめた。 
 とりまとめたガイドラインを次頁以降に示す。 
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141 
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172 
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４．委員会の開催 
 

(1) 委員会の設立 

 ガイドライン作成にあたり、「非常時における水産物の生産・流通に係わる業務継続検

討委員会（委員長：長野 章 名誉教授）」設立し、本調査の実施状況および成果について議

論を行った。委員会の構成員は以下の通りである。 
 

表-10 非常時における水産物の生産・流通に係わる業務継続検討委員会出席者一覧 

（50 音順） 

区 分  所  属 ・ 役  職  氏  名  備考  

委 員  和歌山県県土整備部港湾空港局港湾整備課漁港整備室 室長  東 照久    

 東北大学 災害科学国際研究所 助教  今井健太郎   

 石巻魚市場株式会社 代補油取締役社長  須能 邦雄   

 
公立はこだて未来大学 名誉教授  
一般社団法人全日本漁港建設協会 会長  

長野 章  座長  

 明治大学大学院 政治経済学研究科 特任教授  中林 一樹   

 和歌山県農林水産部水産振興課 課長  南出 明彦   

 東京海洋大学海洋科学部 海洋政策文化学科 教授  婁 小波    

 名古屋工業大学大学院 工学研究科 社会工学専攻 教授  渡辺 研司    

ｵﾌﾞ 
ｻﾞｰﾊﾞｰ 

アジア航測（株）気仙沼営業所 技師長  佐藤 健一    

 

区 分  所  属 ・ 役  職  氏  名  備考  

水産庁  水産庁 漁港漁場整備部計画課 課長  中泉 昌光    

 
水産庁 漁港漁場整備部防災漁村課 災害対策室長  石井 馨    

 
水産庁 漁港漁場整備部防災漁村課 防災技術専門官  横山 純    

 水産庁 漁港漁場整備部計画課 課長補佐  高原 祐一    

 
水産庁 漁港漁場整備部防災漁村課 課長補佐  田中 健治    
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水産庁 漁港漁場整備部計画課 計画官  中西 豪    

 
水産庁 漁港漁場整備部計画課 企画係長  一政 悟    

 

区 分  所  属 ・ 役  職  氏  名  備考  

事務局  （一財）漁港漁場漁村総合研究所 第 1 調査研究部 部長  中村 克彦    

 （一財）漁港漁場漁村総合研究所 第 1 調査研究部 主任研究員  後藤 卓治    

 （株）アルファ水工コンサルタンツ 技術第 2 部 チームリーダー  堀江 岳人    

 （株）アルファ水工コンサルタンツ 技術第 2 部 主任  澤村 圭    

 （株）アルファ水工コンサルタンツ 東京本部企画部 本部長補佐  冨澤 伸樹    

 復建調査設計（株）地域経済戦略チーム 主任研究員  佐藤 啓輔    

 復建調査設計（株）総合計画部 社会基盤計画課 主任  髙橋 恵一    

 
(2) 委員会の開催 

 当委員会は、計 3 回開催し各回での主な議題は以下の通りである。なお、各回の議

事録は次頁以降に示す。 
 

表-11 委員会の開催状況 

 日時・場所  主な議題  
第 1 回  日時：平成 26 年 8 月 28 日（木）  

11:30～13:15 
場所：TKP 浜松町ビジネスセンター、

カンファレンスルーム 8B 

1）  調査背景・目的の確認 
2）  調査方法の確認 

第 2 回  日時：平成 27 年 1 月 20 日（火） 
9:30～11:30 

場所：あすか会議室、ダイヤ八重洲口

ビル 303A 

1）  第 1 回検討委員会の主要な意見に対

する対応 
2）  本員会での検討の流れ  
3）  被災地における調査結果報告  

 石巻地域における実態調査  
 気仙沼市における減災計画の検証  

4）  ガイドライン骨子の説明  
第 3 回  日時：平成 27 年 3 月 20 日（金） 

9:30～11:30 
場所：あすか会議室、ダイヤ八重洲口

ビル 303A 

1）  ガイドライン（案）の確認 
2）  来年度以降の取り組み内容の確認  
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Ⅶ 考察 

 

本手法を提案したことにより、全国各地で災害後の水産物の生産・流通に関する業

務継続計画の策定が進められることが期待される。 

本調査で得られた主な成果は以下のとおりである。 

・東日本大震災後の水産業復旧過程の分析 

・漁業地域における水産業の生産・流通に関するＢＣＰ策定手法 

 

 

Ⅷ 摘要 

 

本手法により、今後の水産物の生産・流通に関する業務継続計画の策定されること

が期待されるものの、今後、以下の点を強化することで、より実態に即し・実効性の

高い業務継続計画が実施されるものと考えられる。 

 ・業務継続計画策定後の計画を実施するための訓練手法の検討 

 ・計画策定後の毎年度の計画見直し手法の検討 

 ・具体事例を踏まえた、ガイドラインの改訂 

 

 

Ⅸ 引用文献 

 

１) 総務省統計局、2015：平成 24 年経済センサス活動調査 

２) 独立行政法人中小企業基盤整備機構、2012 年：被災地域における水産加工業の現

状と課題、中小機構調査レポート 

３) 新潟県、2011：被災企業を新潟から支える～お互い様 BC 連携ネットワーク～、全

国知事会、都道府県だより（2011 年 8 月） 

４) 日本経済新聞、2011：災害時にめっき製品を代替生産（神奈川と新潟の工業組合が

推進の合意）2011 年 4 月 26 日記事 

５) 雑誌「工場管理」編集部、2011：今こそ BCP を考え、支援のつながりを広げよう、

工場管理 Vol.57 No.7 P4 

６) 細坪信二、2012：事業継続を活用したお互いさま成長戦略、特定非営利活動法人危

機管理対策機構・一般財団法人危機管理教育＆演習センター（2012 年 12 月 12 日） 

７) 平成 23 年度商店街及び地域小売業に対する安定的商品供給のあり方に関する調

査・モデル事業 事業実施報告書、株式会社全国商店街支援センター 

８) 自然災害リスク研究会中間報告書、株式会社プライスウォーターハウスクーパース

総合研究所（2013 年 7 月） 

９) 水産庁、2011：気仙沼地区（宮城県）減災計画（案） 
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